(様式１)
参　加　申　込　書
令和　　年　　月　　日
石川県知事　馳　　浩　様
	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者職氏名
	　　　　　　　　　　　　　


地域公共交通等運行継続特別支援金支給事務労働者派遣業務に係る公募型プロポーザルへの参加を申し込みます｡
　なお､下記の参加資格要件を全て満たしていることを誓約します｡
記
(１)　地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４に規定する者に該当しない者であること｡
(２)　石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号｡以下｢条例｣という｡)第２条第１号に規定する暴力団(以下｢暴力団｣という｡)ではないこと及び以下に該当しない者であること｡
①　役員等(個人である場合にはその者を､法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう｡以下同じ｡)が条例第２条第３号に規定する暴力団員(以下｢暴力団員｣という｡以下同じ｡)である者
②　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
③　役員等が自己､自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって､暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
④　役員等が､暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し､又は便宜を供与するなど､直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し､又は関与している者
⑤　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(３)　民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者又は再生手続開始の申立てをされた者に該当しない者であること｡
(４)　会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者又は更生手続開始の申立てをされた者に該当しない者であること｡
(５)　石川県が賦課徴収する全ての税について､未納がないこと｡
(６)　地域公共交通等運行継続特別支援金支給事務労働者派遣業務仕様書に定める業務を確実に実施することができること｡
(７)　石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第111条第２項の規定による資格者名簿に登録されている者であること｡
(８)　石川県の指名停止の措置を受けている者でないこと｡
(９)　石川県内に本社､支社､営業所等を有すること｡
(10)　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第５条第１項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者であること｡
(11)　個人情報の取り扱いについて、内部規程や管理体制の整備、監督、教育、監査など適切な保護措置を講ずることができる者であること｡
以上
	(担当部署)
	

	担当部署:
	

	所 在 地:
	

	担 当 者:
	

	電話番号:
	
	FAX：
	

	E-Mail:
	



